
老後向け資産形成、NISA 以外 

老後に向けた資産形成に生かせる非課税

制度には、つみたて NISA や新 NISA の積立

投資枠で投信を購入するもののほかに、確

定拠出年金（DC）もあります。DCには企業

型と個人型があり、企業型は勤め先が導入

している場合に利用できるものです。 

個人型 DC「iDeCo（イデコ）」 

個人型確定拠出年金は「iDeCo（イデコ）」

と呼ばれ、勤め先に企業型 DCがない人なら、

専業主婦を含め幅広い人が対象です。 

iDeCoは、国民年金や厚生年金に上乗せさ

れる私的年金制度で、掛金を拠出し、自分

で運用方法を選んで掛金を運用します。 

iDeCo の税制優遇 

iDeCo は、①運用中の利益が非課税にな

るのに加えて、②iDeCoで積み立てる掛金全

額が所得控除の対象となり、所得税と住民

税が軽減されます。 

さらに、③受け取る時についても、税の

優遇があります。受給する額の一部が非課

税となります。非課税となる金額は、年金

として受け取る場合と一時金で受け取る場

合とで異なります。年金として受け取る時

は、公的年金等控除の適用があり、一時金

で受け取る時は、積立期間を勤続年数とみ

なして退職所得控除の適用があります。 

どちらを選択するかは、税額や健康保険

料に鑑みると有利不利があるので、他の退

職金や年金の有無、その他の収入見込みや

ライフプランを考慮する必要があります。 

iDeCo＋（イデコプラス）もある 

iDeCo＋とは、個人型確定拠出年金（iDeCo）

に加入している従業員が拠出する加入者掛

金に中小企業事業主が、従業員の老後の所

得確保に向けた支援として掛金を上乗せす

る制度です。事業主拠出掛金は、全額が損

金に算入されます。 

資産形成は iDeCo から 

 NISA の検討の前に、iDeCo の枠いっぱい

を使い切る、というのが原則的有利選択で

す。iDeCoに加入できるのに、入っていない

方が、いまだに多数います。とてももった

いないことです。 

ただし、①原則 60歳まで引き出しができ

ない、②投資信託で運用リスクが生ずるこ

ともある、③投資の管理手数料がかかる場

合がある、④主婦や学生などで課税所得ゼ

ロだと所得控除メリットがない、というこ

とも留意事項です。 
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NISAよりiDeCoが先 

iDeCoをやる

なら勉強しな

いとね。 
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